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１．行政改革推進委員会の役割について 

湧別町では、平成２３年度に行政評価制度が導入され、制度の導入から５年を経過した

平成２８年度から外部評価が導入されています。 

本年度の外部評価については、本年７月１９日に町長から行政評価における外部評価に

ついて諮問を受けましたので、行政評価実施要綱に基づき、第三者の立場から事務事業の

必要性や執行方法を検証することを目的として実施しました。 

 

２．委員会の開催状況について 

（１）令和５年 ７月１９日 第１回行政改革推進委員会 

（２）令和５年 ８月１０日 第２回行政改革推進委員会 

（３）令和５年 ９月 ６日 第３回行政改革推進委員会 

（４）令和５年 ９月２５日 第４回行政改革推進委員会 

 

３．評価の対象事業について 

 本年度の行政評価については、第３期湧別町総合計画に登載されている事業のうち令和

５年度に実施予定の事業の中から一定の基準により選定した１２５件の事務事業が評価の

対象事業となっています。 

  外部評価については、町が評価を実施した１２５件の事務事業全てが対象となりますが、

本委員会においてこれら全ての内容を議論し評価することは、時間的に制約があるため、

２０件の事務事業を選定しております。また、令和４年度に実施した新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金対象事業の効果・検証についても諮問を受けたところです。 

 

４．評価の方法について 

（１）評価対象である１２５件の事務事業うち、外部評価の対象としなかった１０５件の事

務事業については、町が行った一次及び二次評価の結果が記載された事務事業調書によ

り評価した内容を確認することで、全体の評価を行っています。 

（２）本委員会で選定した２０件の事務事業については、各委員による評価の視点に対して

各事務事業の所管課長からの説明を受け、委員全員で事務事業の検証を行い、二次評価

の妥当性を評価するとともに、必要に応じて付帯意見を付しています。 

（３）令和４年度に実施した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業の

効果・検証については、資料に基づき事業内容、実績額、その効果及び評価について確

認し、質疑については所管課より説明を受けました。 



５．外部評価の結果について 

委員会では各委員が与えられた任務のもと、町民の目線で事務事業の必要性、有効性、

効率性及び公平性の観点から評価を行い、活発な議論が行われたところです。 

つきましては、外部評価の結果について別紙のとおり報告いたしますので、更なる効率

的な事務事業の執行に努めていただくとともに、今後の予算編成等に反映するようお願い

いたします。 

また、令和４年度に実施した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事

業の効果・検証については、目的に沿った執行をしており、また効果及び評価についても

新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減や、学習機会の確保、行政機能停止のリス

ク軽減、地域経済の回復などの効果があり、有効であったとの評価内容について適切であ

ると評価しました。 

なお、当委員会での議論の経過については、行政改革推進委員会会議録を参照してくだ

さい。 



判定
区分

付帯意見等

1 乗合ハイヤー運行事業 住民税務 2 2 2

2 町営バス運行事業 住民税務 2 2 2

3
農業振興協議会負担金事
業

農政 2 2 2

4 新規就農者サポート事業 農政 2 2 2

5 多面的機能支払交付金 農政 2 2 2

6 有害鳥獣駆除事業 水産林務 2 2 2

7
漁業後継者資格取得費用
補助事業

水産林務 2 2 2

8 新製品開発等支援事業 水産林務 2 2 2

9 起業支援事業 商工観光 8 8 8

　時限立法により５年間（令和５年
度）で事業が終結となるが、引き続き
必要な事業と考えられるため、事業の
継続を検討いただきたい。

10 産業間ネットワーク事業 企画財政 2 2 2
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　　　　　　　　５．統合　　６．移管・移譲　　７．休止・廃止　　８．終結　　　　　　　　　 　　

外部評価対象事業一覧の評価状況

外部評価
二次
評価

一次
評価

所管課事務事業の名称№



判定
区分

付帯意見等

外部評価
二次
評価

一次
評価

所管課事務事業の名称№

11 ふるさと納税推進事業 企画財政 3 3 3

12
魅力あるまちづくりス
タートアップ応援事業

企画財政 2 2 2

13 奨学金返還支援事業 企画財政 2 2 2

14 新規就業等移住支援事業 商工観光 2 2 2

15
チューリップフェア運営
事業

商工観光 2 2 2

16 結婚新生活支援事業 健康こども 2 2 2

　婚姻する町民の経済的負担の軽減がさ
れており、効果的な事業ではあるが、関
係課や産業団体と連携しながら、産業間
を超えた出会いの場や交流の場を設ける
というような事業も検討いただきたい。

17
寝たきり老人等介護手当
支給事業

福祉 2 2 2

　寝たきり老人と認知症老人の支給対象
要件が同じであるため、別にするのであ
れば、支給対象要件に認知症の区分を設
けることなど、見直しを検討いただきた
い。

18
北海道大学との連携協定
事業

企画財政 2 2 2

19
シブノツナイ竪穴住居跡
調査

社会教育 2 2 2

20
湧別町チャレンジデー事
業

社会教育 2 2 2
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